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優良繁殖牛群緊急整備支援事業（導入支援分）実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 優良繁殖牛群緊急整備支援事業（以下、「本事業」という。）の実施については、

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱（令和５年１１月２９日府地創第３

２７号、令和５年１２月２２日一部改正）、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本

県規則第３４号）、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項（平成２４年４月１日施行。

以下「要項」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 褐毛和種繁殖牛の増頭を目的とする。 

 

（事業実施主体） 

第３条 本事業の事業実施主体は、公益社団法人熊本県畜産協会（以下、「畜産協会」とい

う。）とする。 

 

（取組主体） 

第４条 本事業の取組主体は以下の通りとする。 

農業協同組合連合会、農業協同組合、農事組合法人、農業生産法人、農業者の組織す

る団体 

 

（事業内容） 

第５条 本事業は、褐毛和種の繁殖基盤強化を目的に第４条の取組主体の構成員が優良な

褐毛和種繁殖雌牛を増頭するための取組に必要な経費を支援する。 

（１） 褐毛和種繁殖雌牛増頭奨励金 

取組主体の構成員が褐毛和種繁殖雌牛を増頭した場合に増頭実績に応じて奨励

金を交付する（定額）。 

（２） 付帯事務費 

事業実施主体が行う事業を円滑に推進するための取組に必要な経費（定額）。 

 

（事業の要件など） 

第６条 第５条（１）の奨励金の交付対象者は次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１）肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和63 年法律第98 号）第６条第１項に規定する

生産者補給金交付契約を締結している者とする。 

（２）褐毛和種繁殖雌牛の増頭計画を有していること。 

（３）奨励金の交付対象となる繁殖雌牛（以下「対象牛」という。）は、期首から期末の間

に増頭したものであって、次に掲げる①から⑤の全ての要件を満たすものとする。 

①繁殖目的に飼養されている褐毛和種であること。 

②事業実施年度の１２月３１日時点での月齢が満９カ月齢以上であること。 

③導入時点での月齢が、満１４カ月齢未満であること。 

④国又は独立行政法人農畜産業振興機構から繁殖雌牛の導入、保留及び増頭に係る補

助金の交付を受けていないこと。また、熊本県が実施する家畜導入事業による補助

金の交付を受けていないこと。 
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⑤対象牛の産肉形質のうち、枝肉重量、脂肪交雑、ロース芯面積のいずれかの形質に

おける期待育種価もしくは期待の期待育種価（以下「育種価」という。）が熊本県の

育種価の上位２分の１以上であること。 

（４）奨励金の交付対象頭数は、期末頭数から期首頭数を差し引いた頭数とし、１生産者

あたり２５頭を上限とする。また、期首頭数及び期末頭数の定義は以下のとおりとする。 

①期首頭数 

事業実施前年度の１月１日現在における満９カ月齢以上の繁殖雌牛飼養頭数とする。 

②期末頭数 

事業実施年度の１２月３１日現在における満９カ月齢以上の繁殖雌牛飼養頭数とする。 

（５）取組主体は、繁殖雌牛の増頭を行う構成員ごとに肉専用種繁殖雌牛台帳を作成し、

育種価を確認できる書類及び個体識別番号等で確認するとともに、これを保管するもの

とし、実績報告時に写しを事業実施主体に提出するものとする。 

 

（補助事業対象経費及び補助率等） 

第７条 本事業の補助対象経費及びこれに対する補助単価等は、別表のとおりとし、県は

予算の範囲内において助成する。 

 

（補助金等の交付申請） 

第８条 要項第６条第２項に規定する補助金の交付申請に添付する事業計画書は、別記第

１号様式のとおりとする。 

 

（補助金の変更交付申請） 

第９条 要項第８条第２項の補助金変更交付申請書に添付する事業変更計画書は、別記第

１号様式および別記第２号様式を準用する。 

 

（補助金の交付） 

第１０条 要項第１５条第２項の規定により、補助金の概算払又は前金払を受けようとす

る場合は、補助金概算払（前金払）請求明細書（別記第３号様式）を添付するものとす

る。 

 

（実績報告） 

第１１条 要項第１３条第２項の実績報告に添付する関係書類は、次のとおりとする。事業

実施主体は、事業実施年度の３月末までに実績報告を県に提出するものとする。 

（１） 事業実績（別記第１号様式および別記第２号様式を準用する） 

（２） 繁殖牛台帳の写 

（３） 対象牛が育種価条件を満たしていることが確認できる資料。 

 

（雑則） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し、必要な事項は、別に定め

る。 

 

附則 

この要領は、令和６年３月２５日から施行し、令和６年４月１日から適用するものとする。 
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別表（要領第５条関係） 

補助対象経費 補助率 

（１）褐毛和種繁殖雌牛増頭奨励金 

 

（２）付帯事務費 

 

 

（１）定額 

（100千円/頭） 

（２）定額 

（500千円以内） 

 

 


